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「結婚祝 金」制度もあります

申込フォーム

結 婚 仲 介 奨 励 金

美浦村産業後継者結婚促進協議会による「結婚」に関する助成金

　問合せ　美浦村産業後継者結婚促進協議会事務局（役場総務課）☎０２９－８８５－０３４０（内）２０５

　内　　容　プロフィール交換、フリータイム等（クイズイベントもあります）
　参 加 費　男性：４，０００円　女性：１，０００円
　参加資格　男性：美浦村在住または在勤で２０歳以上の独身の方
　　　　　　女性：２０歳以上の独身の方
　募集人数　男性：２０名　女性：２０名
　申込締切　２月１０日（金）　＊応募者多数の場合は抽選となります。
　申込方法　MIHOカップリングパーティー専用申込フォームから申込みください。
　　　　　　＊右記ＱＲコードからアクセスできます。
　　　　　　《お預かりした情報は、当事業以外には使用いたしません。》
　問合せ先　美浦村商工会青年部カップリングパーティー事務局☎０２９－８８５－２２５０　

【日　時】　令和５年２月１８日（土）　午後３時から
【会　場】　Ｌ’ＡＵＢＥ　Ｋａｓｕｍｉｇａｕｒａ（土浦市川口２－１１－３１）
【主　催】　美浦村商工会青年部・美浦村

結婚成立時点において申請者が１年以上美浦村に在住しており、結婚後も美浦村に在住
する場合は、祝金の申請（結婚成立後１年以内）時に祝金１０万円交付。以降、婚姻および
村内在住が継続している限り、結婚記念日（４回目まで）ごとの申請時に１０万円。
※祝金の交付回数は最高５回。合計交付額は最高で５０万円です。

コロナ対策万全に開催します！

ＭＩＨＯカップリングパーティーＭＩＨＯカップリングパーティー

◆このカップリングパーティーを機にカップルとなり、先々めでたく
　ご成婚となった場合、以下の規定に該当するご夫婦には祝金が交付されます。

◎ご不明な点はお気軽にお問い合わせください！
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■問合せ　竜ケ崎税務署　☎０２９７－６６－１３０３■問合せ 竜ケ崎税務署 ☎０２９７－６６－１３０３

◎確定申告などに関するお問合せ
・国税庁ホームページ「確定申告特集」をご覧ください。
◎ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーの操作などに関するお問合せ
・ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク☎０５７０－０１－５９０１
【受付】月～金曜日（土・日・祝日、１２月２９日～１月３日を除く）

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、確定申告会場に出向かなくても、マ
イナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード対応のスマホ、またはＩＣカードリーダライ
タを利用して、ｅ－Ｔａｘで申告書を提出できます。
また、印刷して郵送等で税務署に提出することもできます。マイナンバーカードをお持ちでない方は、
お早めの取得をお願いします。
感染防止の観点からも、ぜひご自宅からｅ－Ｔａｘをご利用ください。　

◇会　場　竜ケ崎税務署　別館１階会議室

◇期　間　令和５年２月１日（水）～３月１５日（水）
　　　　　※土・日・祝日を除きます。ただし、２月１９日（日）と２月２６日（日）は開場します。
◇時　間 相談受付：午前８時３０分～午後４時
　　　　　相談開始：午前９時～

※スマホをお持ちの方は、確定申告会場において、基本的にスマホを利用して申告書を作成していた
だきます。

※確定申告会場に来場される際は、マスクを着用していただき、手指消毒をお願いいたします。
※入場の際に検温を実施しています。咳・発熱等の症状のある方は入場をお断りさせていただきます。
※会場には、申告される方おひとりでお越しください。介助を要する等の理由により、複数名でお越
しになる場合においても、必要最小限の人数でお越しください。

※午後４時前であっても、相談受付を終了する場合があります。
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■ 確定申告会場の入場には、当日配付、または国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントから
事前に取得した入場整理券が必要です。 国税庁ＬＩＮＥ公式アカウント⇒

ご自宅等からスマートフォン・パソコンで確定申告をご自宅等からスマートフォン・パソコンで確定申告をご自宅等からスマートフォン・パソコンで確定申告を

所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します
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